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１ はじめに 

 本日ここに第15回県議会定例会が開会されるに当たり、今後の県

政運営について、私の所信の一端を申し上げます。 

 はじめに、昨年２月に大船渡市で発生した大規模な林野火災によ

り、犠牲になられた方の御冥福をお祈りし、いまだ応急仮設住宅で

不自由な暮らしを余儀なくされている方々をはじめ、被害に遭われ

た皆様に、心からお見舞い申し上げます。 

 また、全国からお見舞いや多大な御支援をいただきましたこと

に、改めて御礼申し上げます。 

 県としては、国や大船渡市と連携を図りながら、被災地の一日も

早い復旧・復興に取り組んで参ります。 

 2022年２月のロシアによるウクライナ侵攻等によるエネルギー価

格の急騰に端を発した輸入物価の上昇は、円安とも相まって、食料

品や日用品など様々なものの価格上昇に波及しています。 

 緩やかな物価上昇は経済の安定的な成長に伴うものですが、現在

は、急激な物価上昇に経済の成長が追い付いておらず、県民の暮ら

しや仕事が苦しい状況にあります。 

 県では、県民の暮らしと仕事を守るため、これまで様々な物価高

騰対策を講じてきました。更なる対策として、昨年12月には、生活

困窮世帯をはじめとした生活者への支援、中小企業者向けの賃上げ

支援や経営基盤強化対策をはじめとする、運輸・交通、農林水産

業、介護・福祉・医療等の各分野向けの幅広い事業者支援を盛り込

んだ、大型の補正予算を編成しました。 

 また、本日提案いたしました令和８年度一般会計当初予算におい
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ては、県民の消費を下支えするキャッシュレス決済ポイント還元事

業や、地域経済の活性化につながる観光需要を喚起するいわて旅割

キャンペーン事業などを盛り込んでおり、こうした支援策を必要な

方々に届けて参ります。 

 2014年に地方創生が国全体で本格始動しましたが、この間、東京

一極集中はむしろ加速し、全国と同様に本県でも、婚姻率や合計特

殊出生率の低下、人口の社会減が続いています。 

 一方で、毎年度の地方創生関連事業の効果もあり、地方における

生活や雇用の環境は向上を続けており、岩手では、子育て環境の改

善や道路ネットワークの構築、自動車・半導体関連産業の集積、家

庭と仕事の両立を支援する認定企業数の増加などの成果が現れてい

ます。 

 こうした社会的・経済的基盤の上で、大谷翔平さんに代表される

岩手県人のスポーツ・文化芸術分野での活躍をはじめ、著名な海外

メディアに紹介された生活文化や自然環境、高品質の県産品、世界

的な賞を受賞しているスタートアップ企業、革新的なものづくり産

業の集積などが、岩手の良さとして、国内外から高い評価を受けて

います。 

 昨年12月、国は、経済重視の新たな地方創生の総合戦略を示しま

した。地方のＧＤＰ成長率を東京圏以上に高めることを成果目標に

掲げており、地方重視の経済財政政策で、地方の経済状況が東京圏

よりも高まれば、東京一極集中に歯止めがかかり、本県を含め、地

方における人口の転出超過が減少することが期待されます。 

 猛暑や渇水、林野火災、野生動物被害など、県民の暮らしを脅か
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す危機に共通する背景として、気候変動があります。 

 気候変動対策は、国連が掲げる「ＳＤＧｓ」の根幹でもあり、自

然との共生を図り、地球温暖化を抑制する取組が重要です。 

 近年、「ＳＤＧｓ」をさらに発展させて、より深く人間の「幸

福」、「ウェルビーイング」を重視する「ＳＷＧｓ」という考え方

が様々な団体等から提唱され、注目されています。 

 岩手では、「いわて県民計画（2019～2028）」の基本目標の中

で、「お互いに幸福を守り育てる希望郷いわて」を掲げ、県民のウ

ェルビーイングの向上を目指す県政運営に既に取り組んでいます

が、国内外の企業や団体等にもウェルビーイングを重視する流れが

広がっています。 

  

２ 本論 

（世界に開かれた地方創生） 

 岩手の良さが世界から評価され、インバウンド宿泊者数が過去最

多を更新し、地場産品の輸出額も増加傾向が続いている今、「世界

に開かれた地方創生」を進めることが有効です。 

 「世界に開かれた地方創生」は、国境を越えて人・もの・お金を

生かすやり方であり、そのためにも、岩手の良さを県民が共有し、

発信していくことが求められます。 

 今までにない新しいことにチャレンジし、様々な分野でイノベー

ションを進めましょう。 

 「世界に開かれた地方創生」の基本的な枠組みとして、４つの重

点事項、３つのゾーンプロジェクト、そしてＩＬＣの推進について
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述べたいと思います。 

 

（４つの重点事項の推進） 

先ず、４つの重点事項です。「いわて県民計画」第２期政策推進

プランでは、人口の「自然減・社会減対策」を主軸に、脱炭素と成

長の両立を目指す「ＧＸ、グリーン・トランスフォーメーションの

推進」と、情報通信技術の力を生かす「ＤＸ、デジタル・トランス

フォーメーションの推進」を両翼とし、さらに「安全・安心な地域

づくり」を基盤とする４つの重点事項を掲げ、市町村や関係団体等

と連携しながら一体的に取組を進めています。 

人口の自然減・社会減対策では、一人ひとりに寄り添って、「生

きにくさ」を「生きやすさ」に変えていく、インクルージョンの考

え方が大事です。ジェンダーギャップの解消や、結婚、妊娠・出

産、子育ての各ライフステージに応じた支援、魅力ある雇用・労働

環境の整備、関係人口の拡大などを通じて、県民をはじめ、岩手と

つながる皆さんが、岩手をベースに能力を発揮し希望をかなえられ

るよう後押しをします。 

ＧＸの推進では、再生可能エネルギーの導入や森林等の活用によ

るＣＯ２の吸収源対策を促進し、地域経済と環境に好循環をもたら

す脱炭素社会、持続可能な社会を目指します。 

ＤＸの推進では、生成ＡＩをはじめとしたデジタル技術の活用に

より人手不足解消や生産性向上を図るイノベーションの創出を促進

していきます。 

安全・安心な地域づくりでは、ツキノワグマ被害などの喫緊の課
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題への対応と将来起こり得る災害への備えを進め、リスクに対して

強靱な地域を構築していきます。 

 

（３つのゾーンプロジェクト） 

 県内の地域特性を生かして、住民、企業、大学、自治体、ＮＰＯ

などの多様な主体がリソースを持ち寄り、連携し、イノベーション

を実現する３つのゾーンプロジェクトをさらに推進します。 

 北上川流域では、コンパクトカーの生産拠点化、半導体関連産業

の生産能力増強、医療機器関連産業の進展など、産業集積と雇用の

創出による成長が続いています。 

 いわて半導体関連人材育成施設「Ⅰ－ＳＰＡＲＫ」をはじめ、産

学官連携や高等教育機関による人材育成も展開されています。 

 また、工業地帯でありつつ、豊かな自然・歴史・文化に囲まれ、

都市型の生活環境と共にあるという、他に例がないような地域で

す。 

 このような北上川流域の魅力を国内外に広く発信し、一層の産業

振興と生活環境の充実を進めます。 

 三陸地域では、復興事業を通じて形成された交通ネットワークが

基盤となり、クルーズ船の寄港が年々増加し、コンテナ取扱貨物量

が震災前より大幅に増加しています。 

 大規模施設園芸企業の誘致に向けた県・市町との連携や、海面養

殖サーモンの水揚げ量増加など、産業振興の取組も進展していま

す。 

 また、東京大学が、県との包括連携協定に基づく取組の一環とし
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て、昨年、地域創生シンクタンク「三陸ふるさと社会協創センタ

ー」を大槌町に設立しました。科学的知見の集積や研究技術の開発

などを通じて、沿岸地域の社会課題解決につながることが期待され

ます。 

 産学官民が連携して、防災学習や「みちのく潮風トレイル」、食

や文化・スポーツを通じた交流人口・関係人口の一層の拡大に取り

組み、三陸の振興を図る体制を整え、「国内外とつながる三陸」を

創造します。 

 北いわてでは、地熱や太陽光で発電した電力を地域新電力会社を

通じて地域内で循環させる、再生可能エネルギー事業者と関係市町

村の包括連携協定により地域課題を解決するなど、豊富な再生可能

エネルギー資源を生かした地域振興が展開されています。 

 さらに、大学や企業等と連携して、バイオ炭を活用したＪクレジ

ットの創出と農作物の高付加価値化や、ウニの増殖溝を利用したＪ

ブルークレジットの創出など、新しいビジネスも始まっています。 

 先進的なイノベーションゾーンとして、食産業やアパレル産業、

漆関連産業などの特色ある産業を振興し、持続的な地域経済を構築

していきます。 

 以上のような３つのゾーンの魅力や先端的な取組を広く発信し、

関心を高め、さらに多様な主体の参画を図ります。 

 

（ＩＬＣの推進） 

 ＩＬＣは世界の素粒子物理学研究の最先端施設であり、誘致が実

現すれば、世界中から研究者や技術者が集まり、学び、働く国際都
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市が形成されます。 

 ＩＬＣ関連技術は、様々な産業の基盤となり、半導体や先端医療

といった国が掲げる成長戦略分野の推進にも資するものです。 

 世界に目を向けると、大型円形加速器ＦＣＣ-ｅｅ計画を含む欧

州素粒子物理戦略の策定が進んでいますが、昨年、米国での研究者

との意見交換などを通して、ＩＬＣ関連技術に対する評価の高さを

改めて実感したところです。 

 こうしたＩＬＣの意義や基礎科学の重要性について、国民的な理

解を深める取組を進め、県内外の推進団体や経済界等と連携して国

への働きかけを行い、ＩＬＣの実現に向けて全力で取り組みます。 

 また、受入環境の整備や加速器関連産業への参入促進を推進しま

す。 

 

（主要行事の開催） 

令和４年１月に「盛岡県」から「岩手県」に改称されて150周年

となり、本年５月には、現在の県域が確定されて150周年となる節

目を迎えます。 

岩手の歴史を振り返り、岩手の未来を展望するため、令和４年度

から８年度までを「県政150周年記念期間」と位置付け、これま

で、県民の皆様と共に記念事業を行って参りました。 

記念期間の最終年度となる令和８年度は、県域確定日の５月25日

に合わせて記念式典を開催します。 

さらに、岩手の未来を担う人材の海外派遣の実施や、東日本大震

災津波からの復興の姿と三陸地域の魅力を発信する記念イベントの
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開催など、様々な事業を展開します。 

また、本県の歩みを後世に伝え残し、歴史への理解や郷土愛の醸

成に資する岩手県史の作成について、検討を進めます。 

令和６年６月に開催された「夏季ダボス会議2024」への参加を契

機とするつながりを生かし、海外ベンチャーキャピタルと連携した

国際スタートアップカンファレンスを、令和８年秋に岩手で開催し

ます。国際的なイノベーション拠点としての岩手の可能性を国内外

に示し、世界に開かれた新たなスタートアップ・エコシステムを構

築することで、スタートアップ企業の成長機会を創出します。 

令和９年２月には、第81回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技

会「いわて八幡平雪ゆめ国スポ」を開催します。岩手からスポーツ

の感動を全国に伝え、岩手のおもてなしや食、自然、歴史、文化な

どの魅力を発信し、交流人口・関係人口の拡大につなげます。 

 

（第３期アクションプランの策定） 

 令和８年度は、「いわて県民計画」第２期アクションプランの最

終年度であり、令和９年度からの２年間を計画期間とする第３期ア

クションプランの策定年度であります。 

 ４つの重点事項や東日本大震災津波からの復興、10の政策分野の

推進など、「いわて県民計画」に基づく施策を着実に進めます。 

 また、第３期アクションプランの策定に当たっては、人口減少等

の社会経済情勢の変化を踏まえ、若者や女性をはじめ、市町村、企

業、団体、個人など、県民各層から広く意見を伺い、「いわて県民

計画」の基本目標にある「お互いに幸福を守り育てる希望郷いわ
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て」の実現に向けて、実効性あるプランの策定を目指して参りま

す。 

 

３ 令和８年度の主要施策の概要 

 以下、令和８年度の施策について具体的に申し上げます。 

⑴ 東日本大震災津波からの復旧・復興の推進 

 はじめに、東日本大震災津波からの復旧・復興です。 

 東日本大震災津波から15年になろうとしています。 

 県は、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・

三陸の創造」を目指す姿とし、県民一丸となって復興に取り組んで

きました。 

 現在、令和８年度までを期間とする県の第２期復興推進プランに

基づき、残された津波防災施設の整備や「日本海溝・千島海溝沿い

の巨大地震」に備えた対策の推進、コミュニティの形成支援、事業

者の販路開拓支援などを着実に進めています。 

 一方で、被災者のこころのケアや水産業をはじめとするなりわい

の再生など、引き続き取り組むべき中長期的な課題があります。 

 このため、令和８年度は、現行プランの着実な推進とともに、こ

れまでの成果と課題を踏まえ、令和９年度を始期とする第３期復興

推進プランの策定に取り組みます。 

 これからも、「誰一人として取り残さない」という理念のもと、

三陸の「ビルド・バック・ベター（より良い復興）」を進めて参り

ます。 
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（安全の確保） 

 「安全の確保」として、閉伊川水門の令和８年度完成に取り組む

とともに、これまで整備した社会資本を適切に維持管理します。 

 「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」に備え、個別避難計画の

策定やスフィア基準に沿った避難所環境の整備など、市町村と一体

となって地震・津波対策を推進します。 

 避難者把握システムについて、試行導入を行い、市町村への更な

る普及を図ります。 

 関係者が連携して必要な支援を行う災害ケースマネジメントのネ

ットワーク会議を設置し、平時からの関係者間の連携を強化しアウ

トリーチ人材を育成します。 

 ＡＬＰＳ処理水の処分への対応を含め、原子力発電所事故に起因

する放射線影響対策に取り組みます。 

 

（暮らしの再建） 

 「暮らしの再建」として、被災者の生活安定に向け、いわて被災

者支援センターや市町村等との連携を強化します。 

 こころのケアセンターによる被災者に寄り添った支援を継続しな

がら、市町村等を中心とした包括的な支援体制の構築を進めます。 

 スクールカウンセラー等の配置により、児童生徒の心をサポート

します。 

 「いわての復興教育」を推進し、岩手の復興・発展を支える人材

を育成します。 

 災害公営住宅におけるコミュニティの維持・活性化に向けて、市
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町村主体の取組を支援します。 

 

（なりわいの再生） 

 「なりわいの再生」として、サーモンの海面養殖をさらに強化

し、高水温に強い種苗の開発や県産サーモンのブランド化を進める

とともに、ワカメ、アサリ養殖への転換やウニ蓄養の事業化を支援

します。 

 いわて水産アカデミーにおいて、地域漁業の次代を担う人材を育

成します。 

 水産加工業の企業間連携や、魚種の転換に対応した商品開発・販

路開拓を支援します。 

 高収益な園芸作物や原木しいたけの生産を支援します。 

 三陸の魅力を生かした誘客拡大を図るため、受入態勢を強化し、

国内外へのプロモーションを行います。 

 

（未来のための伝承・発信） 

 「未来のための伝承・発信」として、東日本大震災津波伝承館を

拠点とし、事実・教訓の伝承に取り組みます。 

 いわて復興未来塾の開催や県外向け情報発信、海外の津波博物館

等と連携した交流事業を行います。 

 

（大船渡市林野火災からの復旧・復興） 

 大船渡市林野火災からの復旧・復興については、「くらしの再

建」に向けて、土砂災害特別警戒区域内からの移転への補助など、
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早期の住宅再建を支援します。 

 また、「なりわいの再生」として、水産業共同利用施設の復旧や

新たな定置網の導入等による漁業の本格再開に向けた支援、「イン

フラの整備」として、被災木の伐採・搬出と再造林、砂防堰堤等の

整備に取り組みます。 

 国や大船渡市と連携を図りながら、一日も早い復旧・復興に取り

組みます。 

 

⑵ 10の政策分野の推進 

 次に、「いわて県民計画」の10の政策分野です。 

 県民一人ひとりがお互いに支え合いながら、幸福を追求していく

ことができる地域社会の実現を目指し、幸福を守り育てるための取

組を進めます。 

 

（健康・余暇） 

 「健康・余暇」の分野では、 

 新たな地域医療構想の策定・推進に向けて、市町村や保健・医

療・介護・福祉の関係者、各種団体等と連携し、将来にわたって県

民に良質な医療を持続的に提供できる体制を構築します。 

 県立病院の機能分化と連携強化を進め、県立病院全体のネットワ

ークを生かし、持続可能な経営基盤の確立を図ります。 

 医師の確保と地域や診療科の偏在是正、医療ＤＸを進めます。 

 病院薬剤師の確保に向けた新たな修学資金支援制度を導入し、看

護職の県内定着に向けた修学資金の貸付枠を拡充します。 
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 回復期リハビリテーション機能のニーズを踏まえ、建て替えを行

う県立釜石病院に、いわてリハビリテーションセンターと連携した

回復期リハビリテーション病棟を整備します。 

 介護人材の確保に向けて、多様な人材の受入れや労働環境・処遇

の改善を支援します。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地

域包括ケアシステムの充実を促進します。 

 生活習慣の改善や健診受診率の向上など、健康寿命の延伸を推進

します。 

 「岩手県自殺対策アクションプラン」に基づき、官民一体での包

括的な自殺対策と自殺予防の啓発を強化します。 

 福祉総合相談センターと県民生活センターの一体的整備につい

て、令和９年度内の供用開始を目指し、建設工事を進めます。 

 「中山の園整備基本計画」に基づき、令和９年度からの建設工事

着手に向けて、設計業務等を進めます。 

 県民が文学に親しむ機会の充実や、障がい者の文化芸術活動の推

進に取り組みます。 

 性別や年齢、障がいの有無に関わらずスポーツを楽しむことがで

きる環境を整備します。 

  

（家族・子育て） 

 「家族・子育て」の分野では、 

 こどもの権利が尊重される岩手であるよう、子どもや若者の声を

施策に反映するとともに、新たに策定する「児童虐待防止アクショ
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ンプラン」に基づき、児童虐待への対応を充実させます。 

 i-サポによる結婚支援、第２子以降の３歳未満児に係る保育料の

無償化や在宅育児支援等により、結婚・子育てに希望を持てる環境

づくりを進めます。 

 性別を問わず、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産

を含むライフデザインや将来を考えて健康管理を行う、プレコンセ

プションケアを推進します。 

 市町村が目指す産後ケアの実現に向けて、利用料無償化等の支援

に加えて、複数市町村が共同で産後ケアを実施する場合の費用を支

援するなど、地域の実情に応じた支援の提供体制を構築していきま

す。 

 周産期医療の充実に向けて、周産期医療情報ネットワークの機能

強化や妊産婦のアクセス支援、無痛分娩の実施に向けた医療機関へ

の支援等を行います。 

 医療的ケアが必要な児童等に質の高い療育を提供し、家族の負担

を軽減します。 

 ヤングケアラーやダブルケアなど複雑化・複合化した支援ニーズ

に対する包括的な支援体制を整備します。 

 企業における仕事と子育ての両立支援の充実のため、一般事業主

行動計画の策定促進に向けた社会保険労務士による支援や関係条例

の制定に取り組みます。 

 長時間労働の是正や有給休暇の取得促進など、働き方改革をさら

に推進します。 

 動物愛護管理センターの令和10年度の開所に向けて整備を進めま
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す。 

 

（教育） 

 「教育」の分野では、 

 市町村等と連携して、県立高校の魅力化を推進します。 

 県立高校における医系コースの設置や進学型単位制の導入等によ

り、医系等分野を目指す生徒を支援します。 

 多様な教育ニーズに対応した特色ある教育活動を支援し、私学教

育の充実を図ります。 

 中学校の部活動の地域展開を推進します。 

 いわゆる教育無償化について、国と連動して、高校生等への授業

料支援や、公立小学校等の学校給食費の抜本的な負担軽減に向けた

支援を行います。 

 いじめや不登校の未然防止や、不登校児童・生徒の学びの保障に

取り組みます。 

 県立職業能力開発施設の再編整備基本計画の策定を進めます。 

 「Ⅰ－ＳＰＡＲＫ」を活用し、幅広い世代を対象とした半導体関

連人材を育成します。 

 新たに策定する「農業大学校整備基本計画」に基づき、老朽化し

た教育施設の建て替えに向けた設計業務等を進めます。 

 アスリート・パラアスリートの競技力の向上、スーパーキッズの

発掘・育成に取り組みます。 

 スポーツ医・科学センターについて検討を進めるとともに、岩手

県営体育館と岩手県勤労身体障がい者体育館の集約化に向けた調査
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等を行います。 

 

（居住環境・コミュニティ） 

 「居住環境・コミュニティ」の分野では、 

 市町村と連携して、広域バス路線の維持や代替交通の確保を進め

ます。バスの運転士確保を支援します。 

 沿線自治体等と連携して、三陸鉄道やＩＧＲ、ＪＲローカル線の

維持・確保に取り組みます。 

 水道事業の基盤強化を図るため、次期水道ビジョン等の策定に向

けた検討を進めます。 

 新たに策定する「いわて汚水処理ビジョン2025」に基づき、汚水

処理施設の整備・維持管理を推進します。 

 空き家の利活用を通じ、若者や移住者等に対する市町村の住宅確

保対策を支援します。 

 地域おこし協力隊の受入れ体制を強化し、隊員の活動・定住を支

援します。 

 いわて暮らしの魅力発信を強化し、市町村と連携して、全国を対

象とした若者・女性向けの新たなＵ・Ｉターン支援金制度を創設し

ます。 

 県営住宅を活用したお試し居住体験や社宅・学生寮としての利用

促進に取り組みます。 

 「岩手県多文化共生推進プラン」に基づき、日本人県民と外国人

県民が共に暮らしやすい環境づくりを推進します。 
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（安全） 

 「安全」の分野では、 

 新たに策定した「第３期岩手県国土強靱化地域計画」に基づき、

防災インフラ等のハード整備と、要配慮者への支援や孤立可能性集

落対策等のソフト施策を組み合わせ、効果的な防災・減災対策を推

進します。 

 新たに運用が開始された林野火災警報・注意報の周知や、市町村

や消防本部に対する気象情報の提供、発令時の情報発信支援を行い

ます。 

 岩手山の入山規制の一部緩和について、関係団体と連携して、登

山者への周知や安全対策を行います。 

 地域防災サポーター制度を活用した自主防災組織の組織率の向

上、活性化や、消防団員の加入促進など、地域の防災体制の強化を

支援します。 

 犯罪被害者等への支援について、コーディネーターによる関係機

関との連携や市町村の条例制定への支援に取り組みます。 

 山岳遭難等での救助活動や各種犯罪の捜査活動において、ドロー

ンの積極的な利活用を進めます。 

 特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止に向けて、広

報啓発活動を強化します。 

 増加している交通事故の抑止に向けて、高齢ドライバーに対する

交通安全教育や効果的な広報を行います。 

 消費者トラブルの被害防止のため、消費者教育を推進し、相談対

応を充実させます。 
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 新興感染症に備えて、関係者間の連携を強化し、発生に備えた研

修・訓練等を行います。 

 家畜伝染病の発生予防・まん延防止のため、ワクチン接種、必要

な資機材の導入や施設整備への支援、民間事業者との連携を含めた

危機事案発生時の体制強化を進めます。 

 

（仕事・収入） 

「仕事・収入」の分野では、 

 持続的な賃上げ原資の確保に向けた中小企業・小規模事業者の取

組を支援します。経営革新計画の策定やデジタル技術の活用、複数

事業者の連携、円滑な価格転嫁の促進など、生産性向上による賃上

げ環境の整備を進めます。 

 燃料・資材価格等の高止まりに対し、農林漁業者の経営安定や生

産性向上を図り、経営体質の強化に取り組みます。 

 高品質の県産農林水産物、加工食品、日本酒、伝統工芸品等の輸

出や国内販路拡大、インバウンド観光等の拡大を目指して、市場の

ニーズに応じた戦略的なトップセールスを展開します。さらに、取

引拡大や誘客、観光消費額増加につながるプロモーションや事業者

に対する継続的なフォローアップを実施します。 

 県内周遊・滞在型観光の促進や、クルーズ船の更なる寄港拡大、

いわて花巻空港の一層の利用促進を図ります。 

 「いわてで働こう推進協議会」を核とした若者・女性に魅力ある

職場環境の整備や県内企業の発信力強化への支援、県内出身学生へ

の働きかけの強化により、県内就業やＵ・Ｉターンによる人材確保
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を進めます。 

 いわてスタートアップ推進プラットフォームを活用し、各ステー

ジに応じた起業支援や女性起業家同士のネットワークの形成に取り

組みます。 

 自動車や半導体、医療機器関連産業など、ものづくり産業の一層

の集積と高度化を促進します。また、企業の新規立地や増設などに

より多様な就業の場を創出します。 

 民間資金を活用して産業支援機関の新たな設備導入に取り組みま

す。 

 ＥＣサイトを活用した県産品の販売拡大を支援します。 

 昨年締結した石川県との震災復興等に関する協定に基づき、両県

の魅力発信、相互誘客を促進します。 

 農林水産業をけん引する経営体の育成や、メタバース就業相談

会・リモート就業体験、林業アカデミー・水産アカデミー、第三者

継承の支援強化等を通じて、新規就業者を確保・育成します。 

 外国人材や農福連携による多様な農業人材の受入れを支援しま

す。 

 県オリジナル水稲品種を核に、県産米の生産を安定させ、販路を

拡大し、認知度を向上させます。 

高収益の園芸作物、畜産物、特用林産物の生産を振興し、県産木

材の利用を促進します。 

 気候変動に対応した水稲品種開発や果樹の導入、乳用牛等の暑熱

対策に取り組みます。 

 ＡＩを活用したりんどうの選花や放牧監視、ドローンによる松く
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い虫やナラ枯れ被害木の早期発見など、更なるスマート技術を開

発・実装します。 

 国の農業構造転換集中対策と連動して、「いわて農業生産強化ビ

ジョン」に基づき、生産基盤を整備し、農業共同利用施設を再編・

整備します。 

 農山漁村の活性化に向けて、農村ＲＭＯの形成や海業のビジネス

モデルの構築を支援します。 

 

（歴史・文化） 

「歴史・文化」の分野では、 

 国内最多の３つの世界遺産を誇る本県において、本年、「平泉」

と「御所野遺跡」が、それぞれ登録15周年と５周年を迎えます。こ

の機会を捉えて、「橋野鉄鉱山」も含めた本県の世界遺産の価値や

魅力を県内外に発信し、来訪・周遊を促進します。 

 本県が誇る民俗芸能について、鑑賞と発表の場を確保し、担い手

の活動意欲の向上や若い世代への継承意識の醸成を図ります。 

 本県の黒森神楽や鵜鳥神楽を含む日本各地の「神楽」のユネスコ

無形文化遺産登録を目指し、国や関係自治体とも連携して、国内外

への更なる魅力発信を行います。 

 

（自然環境） 

 「自然環境」の分野では、 

 ツキノワグマ、シカ、イノシシ等の新たな管理計画を策定しま

す。 
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 「ツキノワグマ対策基本方針」に基づき、ゾーニング管理や市町

村による出没防止策への支援、捕獲者の育成・確保、個体数管理等

について、ガバメントハンターの活用も図りながら、市町村や猟友

会等と連携してツキノワグマ対策を強化します。 

 シカ、イノシシ等の捕獲や電気柵等の設置への支援、新たな侵入

防止技術の実証に取り組みます。 

 「いわての森林づくり県民税」を活用して、新たに、野生動物の

人の生活圏への出没抑制や大雨時の流木被害の軽減等に取り組みな

がら、森林の公益的機能の維持・増進に一層努めます。 

 次期産業廃棄物管理型最終処分場の令和８年度内の完成に向け

て、整備事業を支援します。 

 温室効果ガスの削減目標達成に向けて、今議会に提出しておりま

す改訂「第２次岩手県地球温暖化対策実行計画」に基づき、県民理

解の増進や高い断熱性能を有する岩手型住宅の普及、事業者の脱炭

素経営、森林整備や藻場再生等に取り組みます。 

 県有施設や港湾・空港の脱炭素化を進めます。 

 新たに策定する「第３期岩手県海洋エネルギー関連産業創出ビジ

ョン」に基づき、市町村や関係団体と連携して、海洋再生可能エネ

ルギー発電の事業化を推進します。 

 県の水力発電所を再開発し、ＣＯ２フリー電力の県内企業等への

供給を拡大します。 

 

（社会基盤） 

「社会基盤」の分野では、 
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 「岩手県ＤＸ推進計画」に基づき、市町村との共同による新たな

公共施設予約システムの構築・運用や、災害情報システムの機能向

上を進めます。 

 大学や企業等によるＤＸ・ＧＸ、安全・安心な地域づくりに資す

る研究開発への支援や、宮城県仙台市に整備された次世代放射光施

設「ナノテラス」の利活用体制の構築に取り組みます。 

 全県展開した「流域治水プロジェクト」を踏まえ、河川改修や砂

防堰堤の整備などのハード対策と、家屋倒壊等氾濫想定区域の指定

などのソフト施策を効果的に組み合わせた防災・減災対策を推進し

ます。 

 災害に強い道路ネットワークの構築や通学路への歩道設置等の安

全な道づくり、産業や観光を支える道路整備を行うとともに、「岩

手県新広域道路交通計画」に位置付けた広域道路ネットワークの強

化に向け、構想路線等の整備や調査を着実に進めます。 

 自転車通行空間の整備や広域サイクリングルートを活用した観光

振興に取り組みます。 

 港湾施設の適切な維持管理や、関係機関と連携したポートセール

スを行います。 

 道路や下水道等の社会資本について、個別施設計画に基づき、予

防保全型維持管理に取り組みます。 

 建設関連団体と連携し、建設業の魅力発信や建設ＤＸ、生産性の

向上を推進します。 
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（参画） 

「参画」の分野では、 

 今議会に提出しております新たな「いわて男女共同参画プラン」

に基づき、固定的性別役割分担意識の解消やアンコンシャス・バイ

アスの理解促進など、男女共同参画・女性活躍を推進し、ジェンダ

ー平等のスタンダード化を進めます。 

 デジタル分野で即戦力として活躍できるスキルを備えた女性デジ

タル人材を育成し、就労まで一貫して支援します。 

 夫婦やパートナー間での家事・育児のシェアや、家事そのものの

負担軽減に向けた取組を促進します。 

 若者カフェを全県に波及させ、若者の主体的な活動を支援しま

す。 

 パートナーシップ制度の導入拡大に向け、市町村を支援します。 

 

⑶ 新しい時代を切り拓くプロジェクトの展開 

 「いわて県民計画」の「新しい時代を切り拓くプロジェクト」に

ついては、先に述べた３つのゾーンプロジェクトやＩＬＣプロジェ

クトに加え、イノベーションを創出する先導的な施策を進めて参り

ます。 

 農林水産業高度化プロジェクトでは、高温登熟耐性を持つ水稲品

種やスマート農業に対応したりんご樹形の早期開発、効率的な種苗

生産に向けたサケふ化場の有効活用など、収益性の高い農林水産業

を目指します。 

 人交密度向上プロジェクトでは、国が創設した「ふるさと住民登
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録制度」等を活用し、官民協働による関係人口拡大ネットワークの

形成やふるさと納税の普及拡大など、ブランド力の向上による全県

的な関係人口の創出・拡大を推進します。 

 また、住民主体の持続可能な地域コミュニティづくりや、医療等

ビッグデータの活用による市町村の健康課題解決への支援、ＤＸ等

を活用した学びの充実、文化芸術・スポーツによる特色あるまちづ

くりの推進、再生可能エネルギー由来の水素の利活用など、それぞ

れのプロジェクトを進めていきます。 

 

⑷ 地域振興・市町村への支援の展開 

 地域振興について、４つの広域振興局を拠点に、各圏域のニーズ

や課題に応じた施策を展開します。 

 特に、人口減少が進んでいる県北・沿岸圏域においては、豊かな

地域資源や新たな社会資本を最大限に生かした産業振興を推進しま

す。 

 新たに国の過疎地域等政策支援員制度を活用して、各広域振興局

の特命課長等との連携のもと、市町村の人口減少対策への支援を強

化します。 

 市町村のデジタル化を支援する人材を県で新たに確保し、ニーズ

に応じた伴走型支援等を行い、市町村のＤＸを促進します。 

 合同就職セミナーやインターンシップの受入れ、共同採用などの

市町村の人材確保に対する支援、市町村職員研修による人材育成、

職場環境整備への支援に取り組みます。 
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４ 質の高い行政経営の推進 

 施策の推進に当たり、県民サービスを持続的・効果的に提供して

いくため、職員の働き方改革や中長期視点での機動的かつ最適な組

織・職員体制の見直し、行財政改革を一層進めます。 

 生成ＡＩの急速な技術革新に対応し、職員のリテラシー向上に努

めながら、利活用を積極的に推進し、業務効率化や質の高い行政サ

ービスの提供に向け、生成ＡＩ活用型の行政経営を展開します。 

 ハラスメント対策について不断の見直しを行い、職員一人ひとり

が安心していきいきと働ける職場環境づくりを進めます。 

 「第２期岩手県公共施設等総合管理計画」に基づき、市町村や関

係団体等と丁寧に議論しながら、将来世代の過度な財政負担を回避

するため、公共施設の総量適正化に取り組みます。 

 県庁舎整備について、本年度内に取りまとめる基本構想に基づ

き、県民の意見を広く聴きながら、基本計画を策定します。 

 ふるさと納税やグリーン／ブルーボンドの発行、基金の有効活用

等による歳入確保策を実施し、持続可能な財政基盤を構築します。 

 

５ むすび 

 およそ30年前、日本が世界のＧＤＰ総額に占める割合は、約18％

でしたが、その後、世界経済が伸長する反面、日本経済は横ばいで

推移し、世界に占める割合は、今や４％程度にまで縮小しました。 

 可処分所得も低迷が続き、特に若い世代の経済社会活動の縮小、

結婚・出産の減少につながり、さらに、東京圏と地方の経済状況の

差により、人口の極端な一極集中が進みました。 
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 しかし、日本経済の相対的低下が続く一方で、日本の食文化に代

表される生活文化やスポーツ、音楽、マンガやアニメなどのソフト

パワーが、海外に拡大・浸透し、日本の存在感を高めています。 

 いま、インバウンド観光や農林水産物・食品の輸出の増加に表れ

ているように、豊かな自然と歴史に育まれた、食文化に代表され

る、日本の質の高い生活文化が世界各地で求められています。 

 日本の質の高い生活文化は、主に地方で育まれてきたものであ

り、その代表的存在が岩手であることを世界に伝えたのが、2023年

に行くべき52か所に盛岡市を紹介したニューヨーク・タイムズ紙の

記事でした。 

 こうした背景の下、菊池雄星さん、大谷翔平さん、佐々木朗希さ

んと、３人もの岩手出身者がメジャーリーグで活躍しています。 

 世界の人たちが、彼らに拍手喝采を送る姿は、日本、そして岩手

の良さへの賞賛でもあり、世界に大きく開かれていくことを私たち

に促すメッセージにも感じられます。 

 岩手における質の高い生活文化は、質の高い農林水産物、質の高

い工業製品、質の高いサービスやクリエイティブの基盤であり、魅

力的な地域づくりの基盤です。 

 ぜひ、「世界に開かれた地方創生」を進め、県境や国境を越えて

人やもの、お金の流れを広げ、お互いの幸福を守り育てていきまし

ょう。 

 ここにおられる議員の皆様並びに県民の皆様の深い御理解と更な

る御協力を心からお願い申し上げ、私の所信表明を終わります。 
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